
第４０回秋田市景観形成専門部会

令和８年１月30日（金）09:30～

秋田市都市整備部都市計画課
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秋田市屋外広告物条例

平成８年１２月２４日 秋田市屋外広告物条例施行

平成９年 ４ 月 １ 日 中核市移行により条例の運用

を開始

平成14年 ３ 月 ５日 告示見直し（道路展望ほか）

平成31年 ３ 月 ５日 告示見直し（道路展望ほか）
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秋田市屋外広告物条例の目的

この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第
189号。以下「法」という。)の規定に基づき、
屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示お
よび広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」と
いう。)の設置ならびにこれらの維持ならびに屋
外広告業について必要な規制を行うことにより、
良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、
又は公衆に対する危害を防止することを目的と
する。
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旗
旗

はり紙・はり札 立看板 のぼり アドバルーン

広告塔 広告板 袖型・巻型

屋外広告物の種類
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①都市計画法に規定する住居系用途地域として
低層住宅の良好な環境を守ることを目的に指定
する第１種低層住居専用地域、第２種低層住居
専用地域

広告物を表示できない地域 １

②高速自動車道路などの道路や鉄道等で、市長
が指定する区間
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③②の区間で道路や鉄道等から展望することが
できる地域で、市長が指定する区域

④秋田市指定文化財ならびにこれら周辺で市長
が指定する地域

広告物を表示できない地域 ２
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広告物を表示できない地域（道路展望）

高速道路
自動車専用道
路肩端から

５００ｍ以内

主要県道
路肩端から

１００ｍ以内

主要県道（中心部）
路肩端から

５０ｍ以内
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秋田北ＩＣ●

●秋田厚生医療センター

自動車専用道路（路肩端から５００ｍ以内）
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●秋田精錬(株)

千代田興業飯島工場●

主要地方道秋田天王線（路肩端から１００ｍ以内）
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禁止道路・道路展望（路肩端から５０ｍ以内）

山王十字路
通町橋

五丁目橋

臨海十字路

みずほ銀行
秋田支店 緑屋ビル

千秋公園
秋田市庁舎

八橋運動公園

秋田県庁舎 50m

50m50m
50m

50m
50m

50m 50m

50m 50m
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県道土崎港秋田線（路肩端から５０ｍ以内）

●ミルハス
●秋田中央警察署

●日本銀行秋田支店
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主要地方道秋田停車場線（路肩端から５０ｍ以内）

秋田銀行本店●

山王中学校●

秋田県社会福祉会館●
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主要地方道秋田岩見船岡線（路肩端から５０ｍ以内）

●北都ビルディング

ＮＴＴドコモ秋田ビル●

中通小学校●
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広告物設置の可否（現在）

ケース１ 自らの敷地に自己の店名、自己の事業等を表示する広告物 ○ 可

ケース２ 公衆の利便に供することを目的とした案内板となる広告物 ○ 可

ケース３ ケース１，２に該当しない商業用の広告物 × 否

※建築物があることを想定

○
○×
×
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広告物設置の可否（緩和措置後）

ケース１ 自らの敷地に自己の店名、自己の事業等を表示する広告物 ○ 可

ケース２ 公衆の利便に供することを目的とした案内板となる広告物 ○ 可

ケース３ ケース１，２に該当しない商業用の広告物 ○ 可

※建築物があることを想定 ○
○○
○
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並行となる道路（現況）

山王十字路
通町橋

五丁目橋

臨海十字路

みずほ銀行
秋田支店

千秋公園
秋田市庁舎

八橋運動公園

秋田県庁舎 50m

50m50m
50m

50m
50m

50m 50m

50m 50m
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今後の手続き

令和８年１月 第４０回秋田市景観形成専門部会

令和８年３月 条例の規定に基づく告示

告示後、運用開始
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